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平成26年5月14日 

各 位 

提出会社名   ローランド  ディー .ジー .株式会社 

      代 表 者 名   取 締 役 社 長  冨 岡  昌 弘 

（  コード番号 6789 東証第一部） 

問 合 せ 先     上級執行役員経営企画本部長 竹内 俊二 

( T E L . 0 5 3 － 4 8 4 － 1 4 0 0 ） 

 

株式給付型ＥＳＯＰの導入に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めるこ

とを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式給付型ＥＳＯＰ」（以下「本制度」とい

い、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「本信

託」といいます。）を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 
１．本制度の導入の目的 

従業員への福利厚生サービスをより一層充実させるとともに、当社の業績や株価への意識

を高めることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大を図ることを目的として、本制度

を導入することといたしました。 
 

また、当社は、本制度の導入に併せて、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の第 33 期定時株主総

会の承認を条件として、当社の取締役（社外取締役を除きます。）、当社の執行役員（当社と

委任契約を締結している者に限ります。）及び当社グループ会社の一定の役員に対する業績連

動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託」（以下「役員向け株式給付信託」といいます。）

を導入することを決定しております。本制度及び役員向け株式給付信託を通じて、役職員の

業績及び株価に対するインセンティブを高め、企業価値の向上を目指した経営を推進してま

いります。役員向け株式給付信託の詳細につきましては、本日付「役員向け株式給付信託の

導入に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
２．本制度の概要 

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の資格等級以上の当社の従業員

（以下「管理職社員」といいます。）が退職した場合等に、退職者等に対し当社株式を給付す

る仕組みです。 
当社は、管理職社員に役職と業績連動目標の達成度に応じてポイントを付与し、管理職社

員の退職時等に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。退職者等に対し給付す

る当社株式については、当社が予め信託設定した金銭により、受託者である株式会社りそな

銀行が将来分も含めて取得し、信託財産として分別管理するものとします。当該信託設定に
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係る金銭は全額当社が拠出するため、管理職社員の負担はありません。 
本制度の導入により、管理職社員は当社株式の株価上昇による経済的利益を収受すること

ができるため、株価を意識した業績向上への労働意欲を高める効果が期待できます。また、

本信託の信託財産である当社株式についての議決権行使には、本信託の受益者となる管理職

社員の意思が反映されるため、管理職社員の経営参画意識を高める効果が期待できます。 
 

３．本制度の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定し、管理職社員へのポイント付与・株式

給付の基準等を定めます。 
② 当社は、本制度を実施するため、金銭を拠出し本信託を設定します。 
③ 受託者は、信託された金銭により、取引市場又は当社による自己株式の本信託への割当て

（自己株式の処分）を通じて当社株式を取得します。 
④ 当社は、株式給付規程に基づき管理職社員にポイントを付与します。 
⑤ 受託者は、信託管理人からの指図に基づき、当社株式の議決権を行使します。 
⑥ 管理職社員は、退職等により当社株式の受給権を取得し、受益者となります。 
⑦ 受託者は、受益者に当社株式を給付します。 
⑧ 本信託が終了し、受益者への当社株式の給付、信託費用・信託報酬の支払いが行われた後

の残余財産は、帰属権利者である当社に帰属します。 
 

 

＜本信託の内容＞ 

（１）名 称：株式給付型ＥＳＯＰ信託 

（２）信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託 

（３）委託者：当社 

（４）受託者：株式会社りそな銀行 

       株式会社りそな銀行は日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と特定包

管理職社員 

↓ 

【受益者】 

 

取引市場 
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① 株式給付規程の制定 
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③株式取得代金の支払 

 

【受託者】 

株式会社りそな銀行 

（再信託：日本トラスティ・ 

サービス信託銀行株式会社）

【委託者】 

当 社 

【信託管理人】 
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括信託契約を締結し、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は再信託

受託者となります。 

（５）受益者：管理職社員又は当該管理職社員が死亡した場合における受給者として株式給

付規程に定める者のうち、本信託契約に従った受益者として確定されるため

の手続を履践した者 

信託設定時において受益者は存在しません。 

（６）信託管理人：当社と利害関係のない第三者（弁護士） 

（７）本信託契約の締結日：平成 26 年 8 月 27 日（予定） 

（８）当社が拠出する金員の上限：当社株式の取得資金、信託費用及び信託報酬に充てるた

め、235 百万円を上限とする金員を本信託に拠出します。 

（９）信託の期間：平成 26 年 8 月 27 日（予定）から本信託が終了する日まで（終了期日は

定められておらず、本制度が継続する限り本信託は継続します。） 

（１０）本制度に係る株式給付規程の施行期日：平成 26 年 8 月 27 日（予定） 

（１１）取得株式：約 40,000 株（予定） 

 
                                       以上 


